
堺市市民活動活性化基本方針（案）の修正内容について 

 

【パブリックコメントによる修正】  

 無し 

 

【その他の修正】 

該当ﾍﾟｰｼﾞ 旧 新 

P3 

（2）社会課題・地域課題の多様化・複雑化 

○人口減少や高齢化、単独世帯の増加に加え、

定年延長や共働き家庭の増加などにより、地域

コミュニティのつながりが希薄化していることが課

題です。 

（下線部を変更） 

○人口減少や高齢化、単独世帯の増加に加え、

定年延長や共働き家庭の増加などにより、地域

コミュニティのつながりが希薄化し、孤独・孤立状

態にある人が増えています。 

P3 

（3）市民活動への支援・寄附方法の多様化 

○企業による市民活動団体への寄附や物資提供

など、社会貢献活動の一環としての支援も進ん

でおり、活動資金の確保方法が多様化していま

す。 

（下線部を追加） 

○企業による市民活動団体への寄附や物資提供

など、社会貢献活動の一環としての支援も進ん

でおり、活動資金の確保方法が多様化していま

す。また、企業と市民活動団体との連携・協働

によるそれぞれの強みを活かした地域課題解決

への取組が求められています。 

P3 

（4）新型コロナウィルス感染症による社会の変化（次の文章を追加） 

○情報流通の変化により、好きな時間に利用できるオンデマンド型の動画配信や SNS の利用が拡大

し、オンラインで情報を得る機会が増加しました。これらのツールを効果的に活用することで、これまで情

報が届きにくかった層へもアプローチできる可能性が高まります。 

P3 

（4）新型コロナウィルス感染症による社会の変

化 

○NPO 法人においても、オンラインの活用や小規

模分散型の事業展開など、活動形態の見直し

が進められています。 

（下線部を変更） 

○NPO 法人においては、社会の変化を念頭に置

き、情報発信ツールやオンラインの活用、小規模

分散型の事業展開など、活動形態の見直しが

求められています。 

P5 

（3）NPO法人の設立・運営に関する相談支援 

○市民活動コーナーでは、NPO 法人の設立・運

営に関する相談や、寄附・助成金獲得に関す

る情報を提供しています。 

（下線部を変更） 

（3）市民活動に関する相談支援 

○市民活動コーナーでは、市民活動や NPO法人

の設立・運営に関する相談、寄附・助成金獲得

に関する情報を提供しています。 

P5 

（4）法人の課題に応じた個別サポートの実施、

各種セミナーの開催 

○NPO 法人の成長段階に応じたセミナーを実施

しています。 

（下線部を変更） 

（4）各種セミナーの開催、個別サポートの実施 

○NPO 法人の設立を検討する団体や成長段階

に応じたセミナーを開催しています。 

P5 

（5）協働機会の創出を目的とした交流会の実

施 

○市民活動コーナー主催のセミナーや個別支援を

きっかけに、多様な主体が集まる交流会を開催

しています。 

（下線部を変更） 

○市民活動コーナー主催の各種セミナーや個別サ

ポートをきっかけに、多様な主体が出会い、協働

の機会創出につなげるための交流会を実施して

います。 
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P7 

第３章 基本理念（次の項目を追加） 

3 市民活動における協働の基本原則 

市民活動をより活発にするためには、各主体が十分な議論を重ね、相互の信頼関係を築くことが重要

です。市民活動を進展させ、連携・協働の関係を構築する際の基本原則として、次の点が挙げられま

す。 

基本原則 内  容 

自主性・自立性尊重の原則 市民活動の自主性・自立性を尊重すること 

目的共有の原則 何のために協働するのかという目的意識を共有すること 

対等の原則 お互いに対等な関係であることを認識すること 

相互理解・補完の原則 お互いをよく理解し、相互に補い合いながら分担すること 

情報公開の原則 積極的に情報を開示し、公開性・透明性を確保すること 
 

P9 

方向性 3 多様な主体との連携・協働 

多様化・複雑化する社会課題や地域課題の解決

に向け、市民活動団体をはじめ企業や大学、行

政など多様な主体との連携・協働を促進します。 

（下線部を変更） 

多様化・複雑化する社会課題や地域課題の解決

に向け、また新たな価値の創造に向けて、市民活

動団体をはじめ企業や大学、行政など多様な主

体との連携・協働を促す取組を進めます。 

P9 

多様な主体をつなぐ交流機会の創出 

様々な主体が相互に情報を共有し、連携を促進

するきっかけとなるよう、講座やイベントを通じた交

流の場を設けます。 

（下線部を変更） 

様々な主体が相互に情報を共有し、目的や価値

を分かち合い、連携を促進するきっかけとなるよう、

講座やイベントを通じた交流の場を設けます。 

P10 

参考資料 

1 用語の説明（次の項目を追加） 

用語 説 明 

SNS 
Social Networking Service の略。インターネット上で、つながりの場を提供

するサービス。情報発信やコミュニケーションのために利用される。 

オンデマンド 
オンデマンド（On Demand）は「要求に応じて」という意味で、必要なときに

必要なサービスを利用できる仕組みのこと 
 

概要版 

第２章 2 本市の主な取組 

（3）NPO法人の設立・運営に関する相談支援 

（4）法人の課題に応じた個別サポートの実施、 

各種セミナーの開催 

（下線部を変更） 

（3）市民活動に関する相談支援 

（4）各種セミナーの開催、個別サポートの実施 

概要版 

第 3章 基本理念（次の項目を追加） 

3 市民活動における協働の基本原則 

○自主性・自立性尊重の原則 ○目的共有の原則 ○対等の原則 

○相互理解・補完の原則 ○情報公開の原則 
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概要版 

第 4章 取組の推進 

方向性 3 多様な主体との連携・協働 

多様化・複雑化する社会課題や地域課題の解

決に向け、市民活動団体をはじめ企業や大学、

行政など多様な主体との連携や協働を促進しま

す。 

 

多様な主体をつなぐ交流機会の創出 

様々な主体が相互に情報を共有し、連携を促

進するきっかけとなるよう、講座やイベントを通じた

交流の場を設けます。 

（下線部を変更） 

方向性 3 多様な主体との連携・協働 

多様化・複雑化する社会課題や地域課題の解

決に向け、また新たな価値の創造に向けて、市民

活動団体をはじめ企業や大学、行政など多様な

主体との連携や協働を促す取組を進めます。 

 

多様な主体をつなぐ交流機会の創出 

様々な主体が相互に情報を共有し、目的や価

値を分かち合い連携を促進するきっかけとなるよう、

講座やイベントを通じた交流の場を設けます。 

 


